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○ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国総動第３号）新旧対照条文

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第四十六条第一項関係 第四十六条第一項関係

１ 告示の運用について（昭和４５年建設省告示第１５５２号関係） １ 告示の運用について（昭和４５年建設省告示第１５５２号関係）

(1) （略） (1) （略）

(2) 告示第三（宅地建物取引業者が売買又は交換の代理に関して受け (2) 告示第三（宅地建物取引業者が売買又は交換の代理に関して受け

ることのできる報酬の額）関係 ることのできる報酬の額）関係

① 「第二の計算の方法により算出した額の２倍」とは、売買に係 ① 「第二の計算の方法により算出した額の２倍」とは、売買に係

る代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額（当該交換に る代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額（当該交換に

係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のいず 係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のいず

れか多い価額）を次表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ れか多い価額）を次表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれ

の金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金 の金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金

額を指す。 額を指す。

２００万円以下の金額 １００分の１０．８ ２００万円以下の金額 １００分の１０．５

２００万円を超え４００万円以下の金額 １００分の８．６４ ２００万円を超え４００万円以下の金額 １００分の８．４

４００万円を超える金額 １００分の６．４８ ４００万円を超える金額 １００分の６．３

② （略） ② （略）

(3) 告示第四（宅地建物取引業者が貸借の媒介に関して受けることの (3) 告示第四（宅地建物取引業者が貸借の媒介に関して受けることの

できる報酬の額）関係 できる報酬の額）関係

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得て ⑤ 「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得て

いる場合」とは、当該媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者か いる場合」とは、当該媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者か

ら借賃の１月分の０．５４倍に相当する金額以上の報酬を受ける ら借賃の１月分の０．５２５倍に相当する金額以上の報酬を受け

ことについての承諾を得ている場合を指すものであり、その場合 ることについての承諾を得ている場合を指すものであり、その場

においては、依頼者から受ける報酬の合計額が借賃の１月分の１ 合においては、依頼者から受ける報酬の合計額が借賃の１月分の
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．０８倍に相当する金額を超えない限り、当該承諾に係る依頼者 １．０５倍に相当する金額を超えない限り、当該承諾に係る依頼

から受ける報酬の額、割合等については特段の規制はない。 者から受ける報酬の額、割合等については特段の規制はない。

なお、この依頼者の承諾は、宅地建物取引業者が媒介の依頼を なお、この依頼者の承諾は、宅地建物取引業者が媒介の依頼を

受けるに当たって得ておくことが必要であり、依頼後に承諾を得 受けるに当たって得ておくことが必要であり、依頼後に承諾を得

ても後段に規定する承諾とはいえず、後段の規制を受けるもので ても後段に規定する承諾とはいえず、後段の規制を受けるもので

ある。 ある。

(4) 告示第五（宅地建物取引業者が貸借の代理に関して受けることの (4) 告示第五（宅地建物取引業者が貸借の代理に関して受けることの

できる報酬の額）関係 できる報酬の額）関係

「当該貸借の相手方から報酬を受ける場合」とは、代理行為とあわ 「当該貸借の相手方から報酬を受ける場合」とは、代理行為とあわ

せて媒介的行為が行われる場合に代理の依頼者のほか貸借の相手方 せて媒介的行為が行われる場合に代理の依頼者のほか貸借の相手方

からも報酬を受ける場合を指すものであり、その場合においては、 からも報酬を受ける場合を指すものであり、その場合においては、

代理の依頼者から受ける報酬の額と、貸借の相手方から受ける報酬 代理の依頼者から受ける報酬の額と、貸借の相手方から受ける報酬

の額の合計額が、借賃の１月分の１．０８倍に相当する金額を超え の額の合計額が、借賃の１月分の１．０５倍に相当する金額を超え

てはならない。 てはならない。

(5)～(6) （略） (5)～(6) （略）

５ 消費税の免税事業者の仕入れに係る消費税の円滑かつ適正な転嫁に ５ 消費税の免税事業者の仕入れに係る消費税の円滑かつ適正な転嫁に

ついて ついて

免税事業者については、報酬告示第二から第六までの規定に準じて 免税事業者については、報酬告示第二から第六までの規定に準じて

算出した額（課税事業者が受けることのできる報酬の額であって、宅 算出した額（課税事業者が受けることのできる報酬の額であって、宅

地又は建物の売買等の媒介又は代理に係る消費税額及び地方消費税額 地又は建物の売買等の媒介又は代理に係る消費税額及び地方消費税額

の合計額に相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を含むも の合計額に相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を含むも

のをいう。）に１０８分の１００を乗じて得た額（以下「税抜金額」 のをいう。）に１０５分の１００を乗じて得た額（以下「税抜金額」

という。）に、仕入れに係る消費税等相当額をコスト上昇要因として という。）に、仕入れに係る消費税等相当額をコスト上昇要因として

価格に転嫁することができる。この場合、仕入れに係る消費税等相当 価格に転嫁することができる。この場合、仕入れに係る消費税等相当

額は、税抜金額の０．０４倍を限度とする。 額は、税抜金額の０．０２５倍を限度とする。

なお、当該転嫁される金額は報酬額の一部となるものであって、こ なお、当該転嫁される金額は報酬額の一部となるものであって、こ

の金額を消費税及び地方消費税として別途受け取るものではない。 の金額を消費税及び地方消費税として別途受け取るものではない。
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